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Ⅰ 鹿嶋市教育行政評価委員会答申 
令和４年度鹿嶋市教育行政に関する評価について，審議した結果を以下のとおり答申し

ます。 

 

はじめに 

教育行政評価委員会（以下，評価委員会）は，市教育委員会が自己評価した主要事業を

外部者の視点から評価するものです。 

鹿嶋市の教育行政における各種施策は，平成２８年３月に策定された第Ⅱ期鹿嶋市教育

振興基本計画において，７つの基本方針として設定されています。この７つの基本方針を

達成するための重点施策として「令和４年度鹿嶋市教育行政運営方針」が策定され，教育

行政運営方針に基づき，様々な事業が実施されました。そのうちの主要事業について，市

教育委員会事務局によって自己評価が行われ，これをもとに本評価委員会が審査を行いま

した。したがって，本答申は，令和４年度鹿嶋市教育行政運営方針，そして令和５年度教

育行政評価シート（令和４年度事業自己評価）（以下「評価シート」という。）などをも

とに審議し，見解をまとめたものです。 

この報告が市民に対する市教育委員会の説明責任を，いっそう明確にするものとなれば

幸いです。 

 

１ 評価の手法と結果の概要について 

前年度に引き続き，令和４年度事業について ＢＳＣ（バランス・スコアカード）の視

点を盛り込んだ評価シートを用いて自己評価を行いました。 

評価シートは，「インプット（必要性）」，「アウトプット（執行段階の効率性）」，

「アウトカム（有効性）」の視点を取り入れ，目標と評価結果を指標別に対比できる構成

としており，「アウトプット（執行段階の効率性）」が，「事業実施に直接関連する指標

に係る評価」に，「アウトカム（有効性）」が「成果に関する指標に係る評価」に対応し

ており，「執行工夫・日常業務改善の取組に係る評価」の自己評価を加え，施策別に評価

点を算出しています。 

評価点の算出については，事業実施に直接関連する指標に係る評価（３割），成果に関

する指標に係る評価（４割），執行工夫・日常業務改善の取組に係る評価（３割）につい

て判定（Ａ，Ｂ，Ｃ）を行い，これらに傾斜比率（Ａ＝１.０,Ｂ＝０.６５,Ｃ＝０.４）

を乗じて個別事業ごとに実績評価点を算出しました。その合計を総合評価の点数とし，総

合評価合計点が８０点超をＡ，８０点から５０点超をＢ，５０点以下をＣとしています。 

このような手法を用いて作成した自己評価シートをもとに，本評価委員会が評価を行っ

た結果，令和４年度の教育行政は，教育行政運営方針に基づいて，各種の事業がおおむね

適正に実施されたものと評価できます。 
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２ 令和４年度教育行政運営方針における主要事業評価 

以下では，個別事業に関する事業評価の結果を中心にその内容を報告します。 

 

基本方針１ 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進 

 

（１） 小学校への円滑な接続を見据えた幼児教育の充実と多種多様な保育ニーズに対応

した保育サービスの充実（Ｂ：６９.２） 

待機児童ゼロを達成するとともに，延長保育，病児保育，障がい児保育等，多様な保育

ニーズに応じるための財政支援に取り組まれました。また，幼稚園・保育園から小学校へ

のスムーズな接続を図るため，小学校教諭と幼児教育施設職員の意見交換の場を設け，ア

プローチ・スタートカリキュラムを推進し，併せて保護者に向けてリーフレットを配布す

ることで，その周知を図りました。 

幼児教育施設職員と小学校教諭が共同でアプローチ・スタートカリキュラムを作成して

いる取り組みは，他の自治体の模範となる好事例です。カリキュラム作成過程で，それぞ

れの学校種で行われている取り組みについての理解を深め，その理解を基に幼児児童を指

導することで，幼児児童に質の高い教育を提供することができます。また，小学校への円

滑な接続を見据えたアプローチ・スタートカリキュラムを，保護者に理解していただくこ

とは大切です。そのため，多くの保護者の目に触れるよう，周知方法について工夫するこ

とを求めます。 

また，幼児教育アドバイザーは，保護者の様々な不安に対応できるとても良い取り組み

です。特に，相談内容の多くが特別な配慮についてであることを踏まえると，幼児教育ア

ドバイザーの選任にあたっては，特別支援教育に造詣の深い方を選任することも一つの方

法であると言えますので，今後検討されることを願います。 

さらに，公立・私立一体となった幼児教育を行う事を目的に，様々な財政的援助を行っ

ている事は，保護者の立場に立ってみるととてもありがたいことであり，その取り組みを

高く評価します。公立・私立を問わず，多様な保育ニーズに応じた各種保育サービスの提

供体制の確保・充実に取り組まれている鹿嶋市の姿勢に敬意を表します。今後は幼児教育

段階でも増えつつある特別な配慮が必要な幼児への対応について，研修等を通じて幼児教

育施設職員のさらなる指導力の向上を期待します。 

 

（２）安全安心な給食の提供・食育活動の実践（Ｂ：７６.６） 

 施設及び設備等の衛生管理を徹底し，安全安心な給食の提供実現に向けて真摯に取り組

まれました。また，学校給食ができるまでの工程を学ぶ動画を作成して食育の授業で活用

することで，児童生徒に自分たちが食べている物への理解や給食に対する興味・関心を高

める取り組みが行われました。給食試食会では，親子で食育について考えるきっかけ作り

に取り組まれました。 

 地場産物が限られた中で，鹿嶋産しらすを使った給食の提供や，鹿嶋産の特別栽培米に

よる米飯の提供，さらには，ＪＡなめがたしおさいと連携したチンゲン菜やピーマンなど
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の地場産物を活用した献立を作成している努力を高く評価します。このような取り組みを

通して児童生徒が地元の食材に関心を持ち，ひいては，地元鹿嶋市に興味関心を持つこと

にも繋がることが期待されるので，これからも積極的に地場産物を献立に活用してくださ

い。 

また，給食センターでは経年劣化による機器の故障が増えているので，安全安心な給食

を提供する上からも，計画的に機器の入れ替えを進めることを求めます。 

さらに，栄養教諭による食育は，子どもたちにとって，地域の伝統や文化を考える点か

らも，豊かな人間性を育む点からもとても大事な活動です。現在の栄養教諭２名体制では

なかなか思うような活動はできないかもしれませんが，子どもたちの将来を考え，質の高

い食育に取り組むことを期待します。 

加えて，保護者をも対象とした給食試食会の取り組みは，今後も継続的に取り組むこと

を提案します。令和４年度はコロナ禍により一度しか実施できませんでしたが，保護者に

とって食の大切さを考えるきっかけとなる取り組みなので，拡充を求めます。食について

市民に広く理解してもらうため，栄養教諭がＦＭかしま等を利用して広く市民に語りかけ

る取り組みについても検討することを期待します。 

 

（３）学習指導要領に基づく主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

（Ａ：９０.２） 

児童生徒の問題発見・解決能力の育成を中心に据えた，主体的・対話的で深い学びの実

現のため，授業改善プロジェクトを実施し，教員の指導力の向上に取り組まれました。ま

た，教員のＩＣＴを活用する能力を向上させるため研修会を実施し，各校のＧＩＧＡスク

ールリーダー・サブリーダーが中心となって，全市を挙げてＩＣＴを活用した指導力の向

上に取り組んでいます。 

ＧＩＧＡスクール構想が始まって３年が経ち，義務教育段階では１人１台端末での授業

ノウハウが蓄積されつつあります。その中で，ＧＩＧＡスクール構想が実現する前と後で

は授業デザインに大きな変化が生まれています。そのため，授業改善プロジェクト事業の

成果を，市内の全教職員が共有できる取り組みをこれからも継続してください。 

また，授業デザインが変化することに伴い，評価のあり方も変化します。指導と評価の

一体化に向けた取り組みが今後行われることを期待します。 

さらに，「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して」にも明記されているように，

これからの授業のスタンダードは，対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリッ

ド型授業です。その実現に向けて，授業改善プロジェクト事業の内容について検討を求め

ます。ハイブリッド型授業の実現に向けた鹿嶋市の取り組みが，茨城県の先進事例となる

ことを期待しています。 

※令和の日本型学校教育：2020年代を通じて実現を目指す学校教育。 

「全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現」 
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（４）言語活動を中心とした体系的な英語教育の充実（Ａ：８６.０） 

英語によるコミュニケーション能力や国際理解教育が重要視されていることを踏まえ，

国際社会に対応できる人材を育成するために，授業改善プロジェクトの実施や英語力向上

スーパーバイザーと指導主事の授業参観による指導・助言を行い，教員の英語力・指導力

の向上に取り組まれました。 

ＧＴＥＣを中心とした英語学力の検証で大事な事は，ＧＴＥＣで英語力を測定した後に

どのような指導をするかです。その意味で，英語版授業改善プロジェクトをより効果的に

推進することが，鹿嶋市の小中学生の英語力向上につながることが期待されますので，英

語版授業改善プロジェクトを令和４年度の２校体制から全市に拡充することを検討してく

ださい。 

また，鹿嶋市では，小学校入学以前の幼稚園，認定こども園，保育園にもＡＬＴを派遣

していますが，幼児教育施設から小学校，そして中学校まで一貫した英語教育のシラバス

を明確に示すことができるよう検討してください。 

さらに，言語活動を評価するルーブリックを中心としたパフォーマンス評価について，

令和３年度から令和４年度にかけての研究成果を検証することが大切です。授業改善は評

価改善と一体で行われるものなので，英語版授業改善プロジェクトにおいても，評価をど

う改善したかを全市の教員に周知することを期待します。 

※シラバス：授業の目的，到達目標，授業内容・方法，１年間の授業計画，成績評価方法・基準等を明らかにした 

もの。 

※GTEC：Global Test of English Communication。英語４技能「聞く」「話す」「読む」「書く」の英語力検定。 

※ルーブリック評価：児童生徒の学習到達状況を評価するための評価基準表。 

 

（５）きめ細やかな教育の実施（Ｂ：７７.３） 

市独自で市費負担教員を採用・配置し，国の基準を上回る少人数学級編成の実現，ま

た，アシスタントティーチャー，ティームティーチング講師を配置することによりきめ細

やかで，手厚い指導に取り組まれました。併せて，市費負担による専科担当教諭を配置す

ることにより，教科の専門性を活かした授業展開にも取り組まれました。 

市費負担教員を採用することで，国の学級編成基準を上回る少人数学級を実現している

ことは，他自治体と比べても高く評価できる鹿嶋市の大きな特徴です。基礎学力に課題が

ある子どもにとって有効なだけでなく，教員にとっても一人ひとりの児童に目が届きやす

くなります。 

また，市費負担教員の採用を考えるとき，志願者確保の観点から，全国的な教員のなり

手不足をも視野に入れる必要があります。そのため，現在教育職員免許状を有していなが

ら，家庭にいる方々などにも，この制度を周知し，市費負担教員の確保に努めてほしいと

思います。 
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また，特別な配慮を必要とする子どもたちは増加傾向にあり，そのような児童生徒の指

導において，アシスタントティーチャー等の配置が有効であることは間違いありません。

限られた予算の中でアシスタントティーチャー等を配置することに様々な困難があると思

いますが，子どもたち一人ひとりの学力向上のためにも必要な施策なので，今後もぜひ継

続してください。 

 

（６）ＩＣＴ教育の推進（Ａ：８２.２） 

ＧＩＧＡスクール構想により導入されたＩＣＴ機器を適切に活用し，児童生徒の情報活

用能力の充実のため，教員の指導力向上を目指した研修が実施されました。また，ＩＣＴ

支援員を各校に派遣し，ＩＣＴ機器に関する全般的な支援を行うことで，教員の技術支援

に取り組まれました。 

ＩＣＴ教育を効果的に進めるためには，教員の指導力の向上に加え，ＩＣＴ機器の整

備・管理の支援も重要です。その観点から，ＩＣＴ支援員を各校月１回程度派遣して，

様々な学校の課題に対応したり，効果的な授業の実践及び学校の業務効率化に寄与したり

している事は評価できます。 

また，新規採用教員や他市町村からの転入者を対象に，鹿嶋市の教育に必要なＩＣＴス

キルを研修で身に付けてもらう取り組みも評価できます。その際，個々人のスキルに応じ

た研修を行っている事は，授業のレベルアップに直接つながる良い取り組みです。 

さらに，ＩＣＴ機器の修理を令和４年度は外部に委託することで，教職員の負担軽減に

つながっていることが推測されます。子どもたちが使うパソコンであることから，修繕件

数を抑制する事はなかなか困難だと思いますが，学校で使うＩＣＴ機器の修繕というハー

ド面からの支援は，学校にとって価値ある支援の一つと言えるので，教職員の要望や学校

の状況に合わせたきめ細やかな支援を期待します。 

 

基本方針２ 豊かな学びを支える教育環境づくり 

 

（７）教育施設の計画的な整備（Ａ：８７.８） 

教育施設と社会教育施設を計画的に管理し，施設の長寿命化を図る事業です。令和４年

度は，高松小・中学校大規模改造工事，平井中学校特別教室エアコン整備工事，鹿島公民

館屋根・外壁等改修工事，鹿嶋勤労文化会館舞台機構設備改修工事において，適切に監督

業務を行うことにより無事故で工期内に工事を完了することができました。 

以上のように，令和４年度は当初の計画通り事業が完了した事は高く評価します。今後

も，小学校の特別教室への空調設備の設置など多くの計画が進行していくと思いますが，

各施設の老朽化が進んでいる現状を踏まえると，限られた予算の中で効果的に事業を推進

することを期待します。 
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また，「長寿命化」について，その目的と内容について市民の理解を得ることも大切で

す。現在の長寿命化計画を滞りなく遂行する一方で，気候変動の影響で夏の暑さは我慢で

きる範囲を超えつつある現状を踏まえると，現在は予定されていない体育館等への空調設

備の導入についても，今後検討が必要になることが予想されます。その前段階として，学

校内の空き施設などにエアコンを整備して軽易な運動ができるような場を設けることも１

つの方法であると考えますので，検討することを勧めます。 

 

（８）幼少期からの一貫した教育相談体制の充実（Ａ：８０.４） 

 特別な支援を必要とする幼児児童生徒に対して，就学相談員による，早期から一貫した

相談体制の充実を図ることにより，専門的な知識や経験から本人・保護者・担任をサポー

トすることに取り組まれました。また，「個別の教育支援計画」を作成することで，個に

応じた支援が継続的に実施されました。 

 鹿嶋市における就学相談の件数は，令和２年度が７９８件，令和３年度が１,１２２

件，令和４年度が１,２３７件と増加しており，その背景には特別支援教育への理解が深

まったことに加え，そのニーズの高まりがあります。その対応を４名の相談員で担ってい

る状況を見るに，相談員個々人の献身的な努力に負うところが大きいと感謝の念を禁じ得

ません。予算的に難しいとは思いますが，相談員の増員についての検討を期待します。 

また，特別支援学級在籍者を対象とした「個別の教育支援計画」が１００％作成されて

いる事は昨年に引き続き評価します。 

さらに，特別支援学級における教員配置上の課題として，学級を担当している教員が必

ずしも特別支援教育に関する専門の免許状を有していないことが挙げられます。特別支援

学校の教員は全員が特別支援教育に関する専門の免許状を有しているのに対し，特別支援

学級を担当している教員が必ずしも特別支援教育に関する専門の免許状を有してないこと

は，子どもたちに質の高い特別支援教育を行う上で，今後検討されるべき課題と認識して

います。これは鹿嶋市単体で対応できるものではなく，茨城県教育委員会の考え方による

ので，今後，小・中学校教諭採用時に特別支援教育の専門の免許状を有する者を優遇する

など採用方法について，県に要望してほしいと思います。 

加えて，特別支援教育について，保護者の理解や意識の差はまだまだ大きいと思うの

で，その意義について機会を捉えて周知することを期待します。 

 

（９）小中一貫教育の推進（Ｂ：７６.９） 

小中学校において９年間，連続した学びを実現することで確かな学力と豊かな人間性を

育むために小中一貫教育を推進しています。 

高松小・中学校において，令和５年度から開始する施設一体型へのスムーズな移行に向

けて，令和４年度，中学校の大規模改造工事を進めましたが，その間，小・中学生が共同

生活を送ることで施設一体型小中一貫校開設に向けた機運醸成に努められました。また，
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今後，小中一貫教育を全市に拡充するため，先進地視察を実施し，中学校区を核とした，

今後の方向性をイメージすることにも取り組まれました。 

平成２８年度に法的な裏付けを得た小中一貫教育について，高松小学校及び高松中学校

で施設一体型小中一貫教育に向け，子どもたちの共同生活などを通した準備が滞りなく進

められた事は，円滑に開校するための取り組みとして特筆に値します。施設一体型の小中

一貫校については，保護者にも通学の問題を始め様々な不安があると思います。その不安

に一つ一つ丁寧に対応していく事が，小中一貫教育を根付かせることに繋がります。鹿嶋

市においては，この後の小中一貫教育校は施設分離型とする方向性を決めたとの事です

が，施設一体型と施設分離型のそれぞれの特徴を生かした，質の高い小中一貫教育が行わ

れることを期待します。 

また，施設分離型小中一貫教育の場合，教員の学校間移動を考えると，オンライン授業

を取り入れたり，９年間の学びの系統図を作成したりするなどの工夫も必要です。そして

何より，施設分離型では，学習指導要領の総則にもある「学校段階等間の接続」の重要性

を教職員一人ひとりが理解する事が大切です。施設分離型小中一貫教育校で真の接続が実

現すれば，単に学校行事の連携にとどまらず，児童生徒へ質の高い授業の提供つながるも

のと期待します。 

※学校段階等間の接続：幼児教育・初等教育・中等教育・高等教育での学びの連続性を確保すること。 

 

（１０）地域に根差したコミュニティ・スクールの構築（Ａ：８４.３） 

学校教職員，地域住民，公民館職員がビジョンを共有しながら，学校課題や地域課題に

ついて取り組むコミュニティ・スクールの構築を進めており，学校・地域の課題解決を目

指して意見交換を行うと共に，学校と地域の協働活動により，共に子どもたちの成長を支

えると同時に地域の活性化を目指した活動に取り組まれました。 

令和２，３年度を準備期間として，令和４年度から本格的に取り組んでいる学校運営協

議会ですが，初年度から活発に活動されています。その裏には，鹿嶋市教育委員会の手厚

いサポートがあったものと評価しています。その中で各学校運営協議会同士が連携する

場，または研修を行う場があると，他の協議会の取り組みを参考に，より質の高い活動に

繋がることが期待できるので，検討を求めます。 

また，学校運営協議会への参画者は非常勤特別職である意識を持ってもらうためにも，

参画者に学校運営協議会の法的位置づけ及び目的について説明し，共通理解を図ることも

必要です。 

さらに，学校運営協議会は，学校を活性化させることによって地域の活性化を目指して

います。鹿嶋市のように地域学校協働活動と一体的に推進する事はとても意味のある取り

組みであり，高く評価します。令和４年度の活動の検証をもとに，学校運営協議会のメン

バーの人選についても工夫を凝らし，開かれた教育課程が実現できるような学校運営協議

会組織を，さらには地域の活性化に貢献する活動に取り組める学校運営協議会に育つこと

を期待します。 
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（１１）図書館サービスの充実（Ｂ：７９.０） 

 多様な利用者のニーズに応えるため，図書と電子書籍が共存するハイブリッド図書館を

目指した図書館運営に意欲的に取り組んでいます。中央図書館では季節や行事に合わせた

特設コーナーを設けたり，イベント開催と合わせて関連図書を紹介したりすることによ

り，図書の貸出数を増やす工夫に取り組まれています。また，電子図書館の貸出数が増え

ている中，より認知度を高めるためホームページやＳＮＳを活用しＰＲにも取り組まれて

います。 

鹿嶋市が目指す従来の紙媒体を中心とした図書館に電子図書館を併設する，ハイブリッ

ド図書館は他自治体に先がけた取り組みであり高く評価します。電子図書館の利用者数

も，ＳＮＳ等を活用したＰＲの効果もあり，また，小・中学生への教育用ノートパソコン

の配布も相まって，着実に利用者が増えています。しかし，電子図書館の利用者は若い世

代に偏っていることから，今後は，より幅広い世代で電子図書館が利用されるよう，広報

活動に工夫を求めます。 

また，中央図書館の新刊書コーナーは，中央図書館を訪れた市民から興味・関心を引き

出す効果もあることから，その配本についてより充実させることを期待します。 

さらに，限られた予算で図書購入を行うことから，蔵書を充実させるためには企業等か

らの寄付受入も大切ですので，寄付しやすい環境の整備・体制づくりを検討するよう求め

ます。 

 

（１２）中央図書館との連携による学校図書館の充実（Ｂ：７２.０） 

 学校図書館にも中央図書館で経験を積んだ図書館司書を配置することで，学校図書館と

中央図書館が連携し，児童生徒が身近な学校図書館での学びを中央図書館で深められるよ

う工夫されており，この取り組みは高く評価します。また，児童生徒に１人１台配布され

ている教育用ノートパソコンを朝読や授業で活用してもらうことで，電子図書館の利用促

進につながり，児童生徒の読書活動を推進することができました。 

学校図書館司書と公共図書館司書の人事交流を行う事は，質の高い読書活動を提供する

ためにもとても良い取り組みだと感じます。他自治体ではなかなか行われていない鹿嶋市

独自の取り組みです。鹿嶋市が中央図書館と学校図書館との連携を政策の中心に据えてい

ることから，「学校図書館で興味を持ち，公共図書館で学びを深める」と言うサイクルを

子どもたちに提供できるのだと考えます。しかし，中央図書館から離れた地域の子どもた

ちにとっては，中央図書館に出向くことが困難であることを踏まえ，１人１台配布されて

いる教育用ノートパソコンを活用した電子書籍の充実がこれからの大きな課題と考えま

す。 

 

（１３）不登校・長欠解消支援の充実（Ｂ：７８.１） 

不登校児童生徒数の減少と社会的自立の実現に向け，援助指導の充実を目的として真摯

に取り組まれています。具体的には，市教育センター内に相談員を配置し，児童生徒と保
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護者との信頼関係を深めながら学習活動の支援を充実させる取り組み，また，不登校児童

生徒の未然防止のために早期から援助を開始する取り組み等により，不登校児童生徒の学

校復帰や社会的自立を促すことに繋げてきました。また，県ＳＣの適正配置や県ＳＳＷの

派遣要請による学校への支援に留まらず，福祉部門との連携により，様々な角度から不登

校児童生徒一人ひとりの状況に応じた支援に取り組まれています。 

コロナ禍の影響か，令和３年度から令和４年度にかけて不登校児童生徒の出現率が上昇

していますが，それに呼応するように様々な施策に取り組まれていることや，次年度に向

けて不登校等対策連絡協議会の回数を２回から４回に増やす予定であるなど，鹿嶋市教育

委員会の児童生徒の支援に向けた前向きな姿勢を高く評価します。また，別室を設け，生

徒を精神的に落ち着かせることで不登校等の軽減を目指している中学校の例などは，その

効果を検証した上で市内の全学校に広げることを期待します。 

また，不登校児童生徒等の要因として１番目に挙げられるのが無気力・不安ですが，そ

の具体的な内容について分析・検討することも必要です。授業が面白ければ学校へ来るの

か，あるいは自分の居場所があれば学校へ来るのか，児童生徒一人ひとり要因は異なりま

すが，現在進められている授業改善プロジェクト事業においても，不登校児童生徒の解消

に向けた視点があっても良いと思うので，検討されることを期待します。 

 ※ＳＣ（スクールカウンセラー）：児童生徒に対する相談や心のケア，保護者，教員に対する相談など，学校の教育相談

をする役割の人。 

 ※ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）：問題を抱えた児童生徒に対し，当該児童生徒が置かれた環境への働きかけや

関係機関とのネットワーク構築など，多様な支援方法を用いて課題解決へ対応

を図る役割の人。 

 

基本方針３ 子育てのための家庭教育への支援 

 

（１４）家庭教育支援体制の構築（家庭教育力向上推進事業）（Ｂ：６５.０） 

小学１年生の子どもを持つ家庭へ全戸訪問を実施し，保護者の気持ちに寄り添った家庭

教育支援を通して育児に関する悩みや不安の解消に努められました。また，講演会を実施

することで，子育て世代に学習機会を提供し，自身の子育てについて振り返り，考えるき

っかけづくりにも取り組まれました。 

平成２９年度，開始当初の就学前の子どもたちを対象としたターゲット型の訪問から，

他の関係各課との調整を経て，現在は小学１年生の児童がいる家庭への全戸訪問へと内容

を変えて進化している取り組みですが，子どもの様々な不安を相談したい保護者にとって

はとても価値のある事業です。しかし，まだ訪問型家庭教育支援事業についての理解が不

足している保護者もいることから，就学時健康診断等の機会を捉えて，本事業について理

解を深めてもらう取り組みを継続することも大切です。事業周知の甲斐もあり，最近は訪

問を心待ちしている保護者も増えてきているとの事ですが，保護者も共働きが多い上に家

庭教育支援員も土曜日・日曜日を中心に訪問していることから，訪問戸数が１００％にな

っていないことが残念でなりません。保護者にとって価値ある事業なので，家庭教育支援

員を増やすなどして１００％に近づける工夫を期待します。 
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また，家庭教育を考える集いは，講演中心ではありますが，参加者は家庭教育を改めて

考える良い機会になっています。講演で感じたことや考えたことを，家庭や友達との会話

の中で話すことで，家庭教育の理解も深まることが期待できるので，講師の人選を工夫し

ながら，これからも継続していくことを期待します。 

 

基本方針４ 様々な学びを通した地域づくりと地域の教育力の向上 

 

（１５①）社会教育の推進（Ａ：８２.５） 

 地域コミュニティの衰退が進む中，人づくり，つながりづくり，地域づくりの重要性が

高まっています。そのような中，地域住民がボランティアとして学校が必要とする教育活

動の支援を行う学校支援ボランティアは，学校の教育活動の充実だけでなく，ボランティ

アとして派遣された地域住民の生きがいづくりにも役立っています。かしま子ども大学で

は地域人材を外部講師として活用し，学校教育の枠を飛び出した学びの体験を提供するこ

とで，対象拡大の声が上がるほどの人気事業に取り組まれています。 

学校支援ボランティア派遣事業は，地域の方が学校の教育活動に参加する事業なので，

開かれた学校づくりを進める上で意義のある事業です。学校によってボランティアの活用

法に差があることから，活用事例とその効果について検証し，情報交換する場を設けるこ

とを検討してください。 

また，職員が要請に応じて出前講座を行うまちづくり出前講座は，受講者が身の回りの

身近な問題を意識して学ぶことで生涯学習の第一歩となることから，講師となる鹿嶋市職

員の負担を考慮しながら，充実に向けて検討してください。 

さらに，かしま子ども大学は，子どもたちが学ぶ楽しさを実感できるとても良い取り組

みです。様々な制約はあると思いますが，実施内容や人数を検討し，より多くの子どもた

ちが参加できる仕組みになるよう検討してください。今後は小学校５・６年生以外の子ど

もたちも参加できる取り組みの検討を求めます。その際，保護者にとっても興味を引く内

容の講座については，動画配信するなど，何らかの形で参加できる仕組みの検討を期待し

ます。 

 

（１５②）社会教育の推進（Ａ：８２.２） 

 市民が自由に学び，楽しみ，一人ひとりが輝くために日常生活に密着した定期講座「市

民カレッジ」を，また，市民センター利用団体の活動発表及び市民との交流の機会として

「て〜ら祭」を感染症対策を講じながら実施し，市民が笑顔で集い，ふれあい，学び合う

機会が提供されました。 

 「市民カレッジ」は，鹿嶋市の産業や歴史，自然の学習を通してＳＤＧｓを考えるな

ど，そのテーマに工夫が凝らされている点は評価できます。 
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また，貸館業務の利用者数をみても，令和３年度の１７３，６１６人から令和４年度は

２１５，１５２人へと約４万人増えていることは，公民館が市民にとって身近なものとし

て感じてくれている証しであると感じます。 

さらに，「て〜ら祭」も予定を上回る約２，５００人の来場があるなど，市民に広く受

け入れられていることが分かります。ただ，公民館利用者やイベント参加者の世代を分析

すると，若い世代の参加がまだまだ少ないことが課題として顕在化しているので，今後

は，子どもが参加しやすいイベント等を行い，子どもと一緒に保護者が参加することを考

えるなど，子どもが将来大人になったときに公民館や各種イベントに戻ってくるような取

り組みの工夫を期待します。 

 

（１６）放課後子ども総合プランの推進（Ａ：８６.０） 

 放課後児童クラブと放課後子ども教室では利用を希望する全ての児童の受け入れを行

い，安全安心な居場所を提供することができました。また休日の放課後子ども教室では，

地域住民との交流活動やさまざまな体験を通して，児童の社会性を育み，さらに地域住民

とのつながりづくりに寄与しました。 

体験活動・交流活動等を目的とする放課後子ども教室，留守家庭の児童を対象に生活の

場を提供する放課後児童クラブを一体的に運営する取り組みは，他の自治体の参考事例と

なる取り組みです。放課後子ども教室も，平日と休日でその設置目的を変え，子どもたち

に様々な体験活動を提供する取り組みは評価できます。特に，休日の放課後子ども教室を

地域の方々と一緒に行うことで，児童・保護者・地域住民の繋がり作りにつながる良い取

り組みです。ひいては地域全体で子どもを育てると言う意識の醸成にも役立ちます。放課

後児童クラブは，待機児童ゼロを目指して運営されており，これからも希望者は増えるこ

とが想定されるので，場所だけではなく支援員の確保に取り組まれることを望みます。 

 

（１７）地区公民館におけるまちづくり事業の充実（Ａ：８８.１） 

 各地区まちづくり委員会委員と公民館職員が一緒になって，地域の課題解決や地域コミ

ュニティの形成を進めています。各地区でコミュニティプランを作成し，地域の実情や特

色を活かしたまちづくり事業の企画運営が地域住民主体となって行われました。 

各小学校区を単位とした公民館を中核にまちづくりを進めている鹿嶋市の姿勢を高く評

価します。一部，２つの小学校区で１つの公民館という地域もあるので，当該地域ではや

りにくさは残るかもしれませんが，基本的に１小学校区１公民館の利点を生かした取り組

みです。地域ごとにコミュニティプランを作成する取り組みは素晴らしいものですが，コ

ミュニティプランの作成に，まちづくり委員だけでなく各小学校区の若い世代が参画でき

る体制作りの検討を求めます。大人だけでなく，子どもたちの意見を反映させたコミュニ

ティプラン作成についても工夫を求めます。 

また，まちづくり委員の活動について理解を深めるために，各種媒体を使った周知方法

について工夫することも必要です。自治会に加入しない市民が増えている現状を踏まえる
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と，イベントに参加してもらうだけではなく，日頃からどのような活動しているのかを広

報する取り組みも大切です。そのため，課題は多いと思いますが，まちづくり委員の選定

の幅を広げるためにも，公募制を積極的に導入するなどの検討を期待します。作成したコ

ミュニティプランを推進するために，各地区の力だけでなく，そこに鹿嶋市が行政として

どう関わっていくかもこれからです。コミュニティプランの作成という大変素晴らしい取

り組みを，さらに充実・発展させるためにも行政の関わり方がポイントだと考えますの

で，積極的に支援することを期待します。 

 

（１８①）文化芸術の振興（Ａ：８２.２） 

 伝統文化親子体験教室では華道，茶道，陶芸教室を実施し，伝統文化に触れる機会が創

出されました。また，鹿嶋市郷土かるたの販売や鹿島大助人形の制作体験を通して，市文

化財の価値を認識し，郷土への誇りや愛着を育むことに取り組まれました。 

伝統文化親子体験教室の参加者数を見ると，当初予定を大きく上回る応募があったこと

からも，市民の間に伝統文化に関する一定のニーズのあることがわかりますので，そのニ

ーズを満たすような事業展開を工夫するよう求めます。 

また，市の文化財や伝統行事の価値を市民が認識できる場を様々な機会を通じて提供し

ていくことが，伝統文化に関心を持つ人の裾野を広げることにつながりますので，これか

らも，機会を捉えて市の文化財や伝統行事の広報に努めてください。 

さらに，鹿嶋市郷土かるたの活用についてですが，子どもの頃は書かれている言葉を覚

えるだけで終わってしまうものの，中学生や高校生に対してかるたに書かれている文言の

意味を考える機会を提供することで，鹿嶋市の伝統文化を考える一つのきっかけになるこ

とが期待されます。そのため，新たな文化の担い手を育成及び確保する観点からも，若い

世代に鹿嶋市の伝統文化に興味を持ってもらえるよう，中・高生に対して，鹿嶋市郷土か

るたの文言について考える場の設定について検討されることを期待します。 

 

（１８②）文化芸術の振興（Ａ：８３.９） 

 市民の芸術・文化創作活動の成果を発表する機会として市美術展覧会を開催することに

より，市民の創作意欲を高めるとともに，多様な芸術・文化活動を通した市民交流の場が

提供されました。 

市美術展覧会や伝統文化親子体験教室で，市民が芸術文化に親しむ活動をされている事は評

価しますが，今後は若い世代が芸術文化活動に参加できるようにするために，どのように取り

組むかが大きな課題です。現在は，市の文化協会が中心となって市美術展覧会を行っています

が，一般の部とは別に，市内の学校と連携しながら小学生，中学生，高校生の部を設けること

で，幅広い層の参加を促すことも検討してください。芸術性の高い部門に加え，これから伸び

ていく若い世代の部門があっても良いと考えますので，検討されることを要望します。 
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また，伝統文化親子体験教室は，文化庁の助成がなくなってからも続けるという意欲を高く

評価します。鹿嶋市の公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳを活用するなど，より多くの市民に情報が伝わ

るよう周知方法について検討を求めます。 

 

基本方針５ 伝統文化・芸術の振興 

 

（１９）国指定史跡「鹿島
か し ま

神宮
じんぐう

境 内 附
けいだいつけたり

郡家
ぐ う け

跡
あと

」の史跡公園に向けた整備と鹿嶋市の歴史

資産の保全と継承のための歴史資料館整備（Ａ：９０.２） 

史跡公園整備事業では土地の公有化を進め，市内外の方が集い，市の歴史に触れる場と

して史跡公園化を目指して取り組まれました。併せて，周知のため，（公財）鹿嶋市文化

スポーツ振興事業団主催のシンポジウムが開催されました。また，歴史資料館整備事業は

中止となりましたが，市文化財を保存活用するため，引き続き検討する必要があることか

ら，建設検討委員会において意見書を取りまとめ，市に提出されました。 

歴史資料館の建設は中止されたものの，文化財資料の散逸や劣化等を防ぐ手立てを早急

に検討する必要があるので，文化財保存の必要性や重要性について，関係各課に十分説明

され，早急に保存法について検討するよう要望します。 

 

基本方針６ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

 

（２０）スポーツ活動，スポーツを通じた交流の推進（Ａ：８３.９） 

 スポーツによるまちづくりの新しい取り組みとして，企業やスポーツ団体，地域の学校

と連携した市民参加型スポーツイベントが実施され，幅広い世代が，無理なく楽しく運動

に取り組み，スポーツを通じた交流を推進することができました。 

第３次鹿嶋市スポーツ推進計画に基づき，様々な取り組みを行っている事は評価しま

す。特に，各公民館地区における健康づくり事業に延べ１,４７４人の参加があったこと

や市民参加型スポーツイベントを年１０回実施して２,８０４人の参加があったこと，さ

らにはスポーツ庁長官から「スポーツ・健康まちづくり」優良自治体として表彰された事

等をみると，スポーツが広く市民に根付いていることが窺われます。特に，生涯スポーツ

社会の実現に向け，各公民館地区における健康づくり事業を充実させることが，今後ます

ます重要になってきます。引き続き，市民の健康増進への意識の高揚を図るために，地域

コミュニティーと連携した様々な取り組みを工夫することを期待します。 

また，成人のスポーツ実施率を上げるためにも，仕事や子育て等でスポーツをする時間

が取れない市民に対し，どのようにスポーツに親しんでもらうかについて，今後さらなる

検討を期待します。 
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さらに，市民が広くスポーツに親しむ上で学校体育施設の開放は大きな効果があると考

えるので，これまでの利用団体の規模に対する制限や利用料金についても，市民がより利

用しやすい体系への検討を求めます。 

 

基本方針７ 教育における今日的な課題への対応 

 

（２１）学びを支える経済的支援の充実（Ｂ：７０.６） 

経済的な理由により就学が困難な方に無利子で奨学金を貸与しています。新規奨学生を

募集して貸与するとともに，より多くの方に制度を周知するため，願書配布時にアンケー

トを実施して効果的な周知方法の検討に取り組まれました。 

奨学金の滞納者に対しては，個別に無理のない範囲で，継続的に返還計画の相談を行っ

ており，利用しやすい奨学金を目指し取り組まれています。 

高塚正義氏の寄付の一部を原資とする貸与型奨学金のため，給付型奨学金制度が拡充し

つつある現在，給付型の検討を求める声があることも理解できます。しかし，給付型奨学

金に移行すると，限られた原資が短期間で枯渇してしまうことから，鹿嶋市としてはこれ

からも貸与型奨学金として継続せざるを得ないと考えます。その中で，将来鹿嶋市内で就

職した方に対して返還の全部または一部を免除するなどの制度変更も考えられますので，

他市町村の奨学金制度を参考に新たな制度設計の検討を期待します。 

また，滞納者への催告については，市職員の負担を考えると，回収を民間に委託するこ

とも選択肢の一つとして検討してください。 

 

（２２）教育情報の積極的な発信（Ｂ：７７.３） 

市の教育行政や社会教育を市民に知ってもらい，理解・関心を高めることを目的に，

「教育かしま」を年４回発行し，教育委員会の紹介や学校，地域の話題を積極的に発信さ

れました。児童生徒への配布分については，教育用ノートパソコンを通じて配布したり，

市民へはＳＮＳを活用しながら発信したりと，広く市民に周知するよう工夫しながら取り

組まれました。 

また，市教育委員会ＨＰでは，調べやすく，そして見やすくを心がけながら情報発信に

取り組まれました。 

「教育かしま」の配布については，市民へ紙媒体で配布するとともに，ホームページに

も掲載したり，児童生徒には教育用ノートパソコンを通じて配布したりするなどの工夫を

されている事は評価します。掲載内容についても，幼児教育，学校教育，社会教育，スポ

ーツなど幅広い分野にわたるため，事前に紙面構成について，関係課と調整し，見やすい

紙面となるよう望みます。 

また，「教育かしま」に掲載できなかった内容をホームページに掲載していますが，ホ

ームページにアクセスしてもらう工夫をすることも大切です。今はスマートフォンで閲覧
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する方が多いので，スマートフォンに特化した情報発信も今後検討されることを期待しま

す。 

さらに，自治会に加入しない市民が増えている現在，回覧板に頼らない方法の検討も必

要です。その際，全市民に周知したい内容か，あるいは保護者に周知したい内容か等の選

別を行った上で，今後，各学校の保護者に限定したＩＤを発行し，その学校の保護者に限

定した情報発信についても検討するなど，発信方法も工夫されることを期待します。 

 

３ 本年度評価の結果と今後の教育行政評価の在り方について 

昨年度に引き続き，本年度もＢＳＣ（バランス・スコアカード）に基づく評価シートを

用いて評価を行いました。３回の審議により効果的かつ効率的な評価が実施できたと考え

ます。 

評価の方法については，「１ 評価の手法と結果の概要について」に記載したとおり，

評価点の合計によって総合評価を判定し，目標を概ね達成できた場合は，総合評価が

「Ｂ」となり，それ以上の成果が見られた場合は「Ａ」となる仕組みとしています。 

全体としては，Ａ評価＝１４事業，Ｂ評価＝１０事業，Ｃ評価＝０事業の結果となり，

多くの事業が適切に実施されたといえます。 

現代は将来の予測が困難な時代であり，その特徴である変動性，不確実性，複雑性，曖

昧性の頭文字を取って「ＶＵＣＡ」の時代とも言われています。少子化・人口減少や高齢

化，グローバル化の進展と地球規模の課題，子どもの貧困，格差の固定化と再生産，地域

間格差，社会のつながりの希薄化などは，社会の課題として継続的に議論されてきました

が，２０２０年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともない，我が国の教育の課題

が浮き彫りになるとともに学びの変容がもたらされました。鹿嶋市においても状況は同じ

です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響としては，国際経済の停滞，グローバ

ルな人的交流の減少，体験活動の機会の減少などの事態が生じましたが，その一方で，学

校の臨時休業により，学校が子どもの居場所やセーフティネットとしての福祉的役割とし

て再認識されることにもなりました。感染拡大当初はＩＣＴの活用が十分ではなく，教育

のデジタル化への対応の遅れが浮き彫りとなりましたが，これを契機として遠隔・オンラ

イン教育が急速に進展し，学びの変容がもたらされました。我が国の将来を展望すると

き，教育こそが社会をけん引する駆動力の中核を担う営みであり，一人ひとりの豊かで幸

せな人生と社会の持続的な発展に向けて極めて重要な役割を有しています。 

こうした社会全体の潮流を念頭に置いた上で策定された「第Ⅱ期 鹿嶋市教育振興基本

計画」は「１ 学び高め合い，生きる力を育む学校教育の推進／２ 豊かな学びを支える教

育環境づくり／３ 子育てのための家庭教育への支援／４ 様々な学びを通した地域づくり

と地域の教育力の向上／５ 伝統文化・芸術の振興／６ ライフステージに応じたスポーツ

活動の推進／７ 教育における今日的な課題への対応」を柱に据え，その理念を具現化す

るために企画・立案された鹿嶋市の一連の教育施策は，家庭教育，幼児教育，初等中等教

育，生涯学習，社会教育の連続性を重視したもので，他自治体の見本となる優れた施策が

数多くみられました。一例を挙げると，「幼児期から児童期への健やかな育ち」「訪問型
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家庭教育支援事業」「市費負担教員の配置」「鹿嶋市授業改善プロジェクト事業」「学校

図書館と公共図書館の連携事業の実施」「不登校等対策連絡協議会の開催」「栄養教諭等

による訪問指導，給食指導や学級活動の場での食育の推進」「放課後子ども教室／放課後

児童クラブ」「地域学校協働活動の推進」「学校支援ボランティア制度」「まちづくり事

業の開催と地域コミュニティプラン学習会の開催」「スポーツ大会や健康づくり事業の開

催」などです。 

今，地域の教育力の低下や，地域コミュニティ機能の強化が重要視される中で，地域と

学校の連携・協働体制の構築に取り組むコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一

体的な取り組みは全体としては進んでいる一方で，自治体間・学校種間で差が生じていま

す。また，共働き家庭やひとり親家庭の増加，地域とのつながりの希薄化など，家庭を取

り巻く環境が変化する中，子育てに不安を持つ保護者も多く，地域全体で家庭教育を支え

ることの重要性が高まっています。そう考えるとき，鹿嶋市の就学前から保護者を対象と

した支援や，学校と地域が一体となって子どもたちを育てる仕組みづくりは高く評価され

るものと言えます。 

評価シートにおいては，目的達成の指標の中で，事業の目的に応じた基準を的確に行う

必要があります。評価指標の開発と情報の収集，根拠の明確な評価を進めるべく，今後も

一層の工夫・改善を要請します。また，改善点や新たな取り組みにより，さらに効果的な

教育行政施策の展開が図られることを期待します。 

※ＶＵＣＡ
ブ ー カ

：Volatility（変動制）Uncertain（不確実性）Complexity（複雑性）Ambiguity（曖昧性） 

 

４ 教育行政評価委員会 審議経過 

 日 時 内 容 

第１回 
令和５年７月 ７日（金） 

午後１時３０分～ 

審議方法及び進め方，今後のスケジュール， 

自己評価説明及び質疑 

第２回 
令和５年７月１４日（金） 

午後１時３０分～ 
自己評価説明及び質疑 

第３回 
令和５年９月２２日（金） 

午後２時００分～ 
答申案の検討，取りまとめ 

 

５ 教育行政評価委員会 委員名簿 

氏 名 所属等 備 考 

柴 原 宏 一 茨城大学 アドミッションセンター長 委員長 

青 山 泰 久 茨城県立麻生高等学校 校長 副委員長 

安 藤 光 弘 元公立中学校 校長 委員 

諏 訪 知 子 元鹿嶋市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 委員 

出 津 勝 利 大野公民館地区まちづくり委員会委員 委員 

 


